
家畜排せつ物法の「管理の方法に関する基準」 
を守りましょう！ 

家畜保健衛生所たより 平成28年度 第22号 平成29年1月6日  
山梨県西部家畜保健衛生所  

 平成16年の「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

（家畜排せつ物法）」の本格施行を経て、現在ではほぼ全ての対象農家が同法
の管理基準を遵守しているところです。 

 しかし、堆肥舎等施設の経年劣化が進んでいることを踏まえ、その点検・維持
を着実に実施していく必要があることから、今後は同法の管理基準のうち「管理
の方法に関する基準」の遵守が一層重要となります。 

「管理の方法に関する基準」 
・家畜排せつ物は管理施設において管理すること 

  家畜排せつ物は構造設備に関する基準に適合した管理施設で管理しましょう。 

・管理施設の定期的な点検を行うこと 

  設備破損によって家畜排せつ物の適正な管理ができなくなることを防止する 

 ため、定期的な点検を実施しましょう。 

・管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと 

  施設破損は家畜排せつ物の飛散や流出を引き起こす可能性があります。破  

 損を確認した場合、すぐに修繕しましょう。 

・送風装置等を設置している場合は当該装置の維持管理を適切に行うこと 

  管理施設に送風装置や撹拌装置などが設置されている場合は、適切に維持 

 管理を行いましょう。 

・家畜排せつ物の年間発生量、処理方法及び処理方法別の数量について記録 

 を行うこと 

  家畜排せつ物の年間の発生量、自ら農地に散布している量、耕種農家に譲   

 渡している量、焼却・浄化処理等で廃棄している量について年間の記録を取り 

 ましょう。 

お問合せは山梨県西部家畜保健衛生所まで 

  電話・・・0551-22-0771（平日）     FAX・・・0551-22-6728 
  土日・休日・夜間の連絡は・・・090-5564-1018または090-5568-0817   

「管理の方法に関する基準」を遵守し、 
              環境に配慮した畜産を実現しましょう！ 


